
R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

1 法律 協議 農林水産省設置法案に関する各省協議 ２０年 2（1）①1（3） 移管

1 法律 閣議 農林水産省設置法案に関する閣議請議書 ２０年 2（1）①1（4） 移管

1 法律 国会審議 農林水産省設置法案における国会審議に関する文書 ２０年 2（1）①1（5） 移管

3 政令 閣議 農林水産省組織令案に関する閣議請議書 ２０年 2（1）①3（5） 移管

4 省令 制定改廃 農林水産省組織規則案に関する決裁文書 ２０年 2（1）①4（3） 移管

4 省令 制定改廃 農林水産省定員規則案に関する決裁文書 ２０年 2（1）①4（3） 移管

5
閣議の決定・
了解

閣議請議 閣議請議に関する文書 ２０年 2（1）①5 移管

備考五 服務
海外渡航閣議請
議

政府職員等の海外出張又は海外旅行に係る閣議請議に関する文書 ３０年 ― 廃棄

11
個人の権利
義務の得喪

許認可等 行政文書開示・不開示決定に関する文書（個人）
特定日以後５年
（許認可等）

2（1）①11（2） 廃棄

11
個人の権利
義務の得喪

許認可等 個人情報開示・不開示の決定に関する文書
特定日以後５年
（許認可等）

2（1）①11（2） 廃棄

11
個人の権利
義務の得喪

不服申立審査
行政文書開示・不開示決定への審査請求に係る情報公開審査会への諮問及び答申に
関する文書（個人）

特定日以後10年
（裁決・決定等）

2（1）①11（5） 廃棄

11
個人の権利
義務の得喪

不服申立審査
個人情報開示・不開示決定への審査請求に係る情報公開審査会への諮問及び答申に
関する文書

特定日以後10年
（裁決・決定等）

2（1）①11（5） 廃棄

11
個人の権利
義務の得喪

訴訟 訴訟の提起に関する文書
特定日以後10年

（訴訟）
2（1）①11（6） 廃棄

12
法人の権利
義務の得喪

許認可等 行政文書開示・不開示決定に関する文書（法人）
特定日以後５年
（許認可等）

2（1）①12（2） 廃棄

12
法人の権利
義務の得喪

不服申立審査
行政文書開示・不開示決定への審査請求に係る情報公開審査会への諮問及び答申に
関する文書（法人）

特定日以後10年
（裁決・決定等）

2（1）①12（5） 廃棄

13 職員の人事 人事評価 人事評価に係る通達等の制定、改廃及び運用に関する文書 １０年 2（1）①13（1） 移管

13 職員の人事 研修 研修要領等に関する文書 ３年 2（1）①13（2） 廃棄

13 職員の人事 研修 能力開発研修の実施等に関する文書 ３年 2（1）①13（2） 廃棄

13 職員の人事 研修 職階別研修の実施等に関する文書 ３年 2（1）①13（2） 廃棄

13 職員の人事 研修 他省庁主催の研修に関する文書 ３年 2（1）①13（2） 廃棄

13 職員の人事 研修 研修に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 2（1）①13（2） 廃棄

備考五 職員の人事 研修 海外派遣者に係る研修に関する文書 １０年 2（1）①13（2） 廃棄

備考五 職員の人事 研修 国内派遣者に係る研修に関する文書 １０年 2（1）①13（2） 廃棄

13 職員の人事 兼業・兼職
職員の他省庁の非常勤官職への併任の同意、地方公共団体の非常勤の職への委嘱の同意、
兼業（営利企業の役員等の兼業及び営利企業の自営を除く。）の許可及び応嘱の承認に関す
る文書

兼業終了から３年 2（1）①13（3） 廃棄

13 職員の人事 退職手当 退職手当の支給等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（重要なもの）

支給制限その他の支給
に関する処分を行うこと
ができる期間又は５年の
いずれか長い期間

2（1）①13（4） 廃棄

備考五 職員の人事 退職手当 退職手当の支給等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 職員の人事 人事 任命権の委任に関する文書 ３０年 ― 廃棄

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

14 告示・訓令等 訓令・通達決裁 訓令の制定、改廃及び運用に関する文書 １０年 2（1）①14（2）

廃棄

以下について移管
・重要な訓令の制定
又は改廃のための
決裁文書

14 告示・訓令等 訓令・通達決裁 通達等の制定、改廃及び運用に関する文書 １０年 2（1）①14（2）

廃棄

以下について移管
・重要な通達等の制
定又は改廃のため
の決裁文書

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 非常勤職員の取扱の運用に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 人事院規則８－１２第１８条による選考採用に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 恩給及び人事記録に係る通達等の通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 栄典関係通達等の通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なものを除く） ５年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 栄典関係通達等の通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 研修関係通達の通知、照会、回答及び調査に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 人事関係通達等の通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なものを除く） ５年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 人事関係通達等の通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 告示・訓令等 訓令・通達決裁 労務関係通達等の通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ５年 ― 廃棄

14 告示・訓令等 訓令・通達決裁 農林水産省定員規程案に関する決裁文書 １０年 2（1）①14（2） 移管

14 告示・訓令等 訓令・通達決裁 課等の内部組織に関する訓令案に関する文書 １０年 2（1）①14（2） 移管

16 機構・定員 機構・定員 機構・定員の要求に関する文書（重要なもの） １０年 2（1）①16 移管

備考五 機構・定員 機構・定員 機構・定員の要求に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

16 機構・定員 機構・定員 機構・定員の通知等に関する文書（重要なもの） １０年 2（1）①16 移管

備考五 機構・定員 機構・定員 機構・定員の通知等に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 官房人事 機構・定員 大臣官房の機構・定員に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 官房人事 機構・定員 大臣官房の機構・定員に関する文書（軽微なもの） ５年 ― 廃棄

備考五 官房人事 機構・定員 大臣官房の事務分掌及び組織に係る法令、通達等に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 機構・定員 機構・定員 機構・定員に関する文書（軽微なものを除く） ３年 ― 廃棄

備考五 機構・定員 機構・定員 機構・定員に関する文書（軽微なもの） １年 ― 廃棄

20 栄典 表彰 農林水産省職員表彰規程（昭和２８年農林省訓令第６号）に基づく表彰に関する文書 １０年 2（1）①20 廃棄

20 栄典 表彰 農林水産功績者表彰規程（昭和２９年農林省訓令第９号）に基づく表彰に関する文書 １０年 2（1）①20 廃棄

20 栄典 表彰 他省庁等の表彰に関する文書 １０年 2（1）①20 廃棄

20 栄典 表彰 永年勤続職員が退職した場合の感謝状授与等に関する文書 １０年 2（1）①20 廃棄

備考五 栄典 表彰 表彰用副賞等の発注に関する文書 １年 ― 廃棄
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

備考五 栄典 表彰 共進会、品評会等に係る大臣賞交付に関する文書 １年 ― 廃棄

備考五 栄典 表彰 表彰に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なものを除く） ５年 ― 廃棄

備考五 栄典 表彰 表彰に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なもの） １年 ― 廃棄

20 栄典 叙位・叙勲・褒章 叙位、叙勲の請議に関する文書 １０年 2（1）①20 廃棄

20 栄典 叙位・叙勲・褒章 褒章及び褒状の賜与等に関する文書 １０年 2（1）①20 廃棄

備考五 栄典 叙位・叙勲・褒章 伝達式における農林水産大臣の祝辞等に関する文書 １年 ― 廃棄

20 栄典 叙位・叙勲・褒章 叙位、叙勲及び褒章に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 １０年 2（1）①20 廃棄

備考五 栄典 典礼 祭粢料下賜願に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 栄典 典礼 「桜を見る会」に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 栄典 典礼 「園遊会」に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 栄典 典礼 天皇賜謁に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 栄典 典礼 典礼に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ５年 ― 廃棄

21
国会・審議会
等

国会審議 国会答弁に関する文書 １０年 2（1）①21（1） 廃棄

21
国会・審議会
等

資料要求 国会資料要求等に関する文書（国会審議に関するもの） １０年 2（1）①21（1） 廃棄

備考五
国会・審議会
等

資料要求 国会資料要求等に関する文書（国会審議に関するものを除く） ３年 ― 廃棄

21
国会・審議会
等

審議会等 審議会の通知等に関する文書 １０年 2（1）①21（2）

廃棄

以下について移管
・審議会その他の合
議制の機関（部会、
小委員会等を含
む。）及び懇談会等
行政運営上の会合
に関するもの。

22 文書管理等 文書管理 行政文書ファイル管理簿 常用 2（1）①22 廃棄

22 文書管理等 文書管理 受付簿 ５年 2（1）①22 廃棄

22 文書管理等 文書管理 決裁簿 ３０年 2（1）①22 廃棄

22 文書管理等 文書管理 移管・廃棄簿 ２０年 2（1）①22 移管

22 文書管理等 文書管理 施行簿 ５年 2（1）①22 廃棄

22 文書管理等 文書管理 廃棄の記録 ５年 2（1）①22 廃棄

備考五 一般 総務 出勤簿 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 超勤命令簿 ６年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 職員の勤務時間に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 勤務時間報告書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 職員の海外渡航の承認に関する文書 ３年 ― 廃棄
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

備考五 一般 総務 旅行命令簿 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 外勤命令簿 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 出張伺 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 復命書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 タクシー使用許可申請書兼実績報告書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 農林水産大臣の臨時代理及び副大臣、政務官の所掌事務に係る文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 大臣、副大臣及び大臣政務官の海外出張等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 総務
農林水産大臣、副大臣及び大臣政務官の旅行等に係る総理大臣等への通知に関する
文書

１年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 行幸啓に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 祝辞及び弔辞に関する文書 １年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 リスク管理に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 情報セキュリティ及び個人情報に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 宿舎に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 非常勤職員の社会保険等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 非常勤職員の通勤手当認定簿 ６年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 農林水産省後援、協賛等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 総務 他に属さない一般の通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 研修 研修に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 栄典 叙位、叙勲及び褒章に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 表彰 職員表彰に係る文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 兼業・兼職 職員に係る兼業及び兼職の承認に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 労務管理 労務管理等に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 一般 労務管理 労務管理等に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 一般 文書 標準文書保存期間基準 常用 ― 廃棄

備考五 一般 文書 標準文書保存期間基準に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 文書 農林水産省公印規則の規定による公印の作成、改刻及び廃止に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 一般 文書 公印の印影の印刷願に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 文書 文書に係る通知、照会、調査及び管理（廃棄、引継ぎ等）に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 文書 官報及び官報掲載の手続きに関する文書 １年 ― 廃棄
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

備考五 一般 文書 書留等整理簿 ３年 ― 廃棄

備考五 一般 人事 班・係等の勤務発令に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 一般 人事 非常勤職員の雇用に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 企画
ワークライフバラ
ンス等

女性活躍とワークライフバランス推進に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 企画
ワークライフバラ
ンス等

女性活躍とワークライフバランス推進に関する文書(軽微なもの) ３年 ― 廃棄

備考五 企画 リスクマネジメント リスクマネジメント研修に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 官房人事 官房人事一般 官房人事に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 官房人事 発令原議 職員の職階、任免、給与及び退職手当等発令に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 会計 会計一般 予算経理及び用度に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 会計 会計一般 国家公務員等の旅費に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 会計 会計一般 予算経理及び用度等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 会計 会計一般 研修に係る経費支出に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 会計 交際費 交際費支出伺等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 会計 交際費 交際費に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免
国家公務員法第５５条第３項、第６０条、第６１条及び人事院規則８－１２の規定による職員の
採用、昇任、降任、転任、併任、臨時的任用、退職、免職、休職、復職及び配置換の発令に関
する文書

３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免 職員の割愛（人事交流）に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免
人事院規則８－１２第８５条の規定による審査及び第９０条の規定による選考の申請に
関する文書

３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免 独立行政法人等の役員の命免に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免 退職手当に関する発令原義 ３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免 委員、参与、顧問の命免に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免 課内異動に関する発令原義 ３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免 発令に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（重要なもの） ３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 任免 発令に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なもの） ５年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 昇給
給与法第８条の規定による昇給の発令（農林水産省文書管理規則第４８条の規定に基づく昇
給の報告を含む。）に関する文書

３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 昇格・降格
人事院規則９－８第２０条から第２３条までの規定による昇格及び同規則第２４条の規定による
降格の発令に関する文書

３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 俸給切替 給与法改正等に伴う俸給の切替発令に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議 俸給調整
人事院規則９－８第４３条及び第４４条の規定による俸給月額等の調整並びに同規則第４５条
の規定による俸給月額等の訂正の発令に関する文書

３０年 ― 廃棄

備考五 発令・原議
指定職・秘書官
の俸給

指定職俸給表の適用を受ける職員及び国家公務員法第２条第３項第８号に掲げる秘書官の俸
給月額の発令に関する文書

３０年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 身体障害者雇用促進法に基づく身体障害者採用計画の通報に関する文書 ３年 ― 廃棄
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

備考五 任用 任用一般 身体障害者雇用促進法に基づく身体障害者の雇用状況調査に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 駐留軍関係離職者の雇用促進に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 職員の欠員不補充に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 定員外職員の実態調査に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 派遣職員に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 任用に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 任用に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 農林水産省独立行政法人等役員選考委員会に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 任用 任用一般 人事交流に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 任用 Ⅰ種採用 国家公務員採用Ⅰ種試験の対象外官職に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 任用 Ⅰ種採用 国家公務員採用Ⅰ種試験採用候補者名簿の失効に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 任用 総合職採用 国家公務員採用総合職試験の実施に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 任用 総合職採用 国家公務員採用総合職試験の実施に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 任用 総合職採用 国家公務員採用総合職試験の対象外官職に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 任用 総合職採用 国家公務員採用総合職試験採用候補者名簿の失効に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 任用 総合職採用
国家公務員採用総合職試験（院卒者試験）に準ずる試験（獣医学）の試験問題に関す
る文書

５年 ― 廃棄

備考五 任用
一般職（大卒程度）
採用

国家公務員採用一般職（大卒程度）試験の実施に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 任用
一般職（大卒程度）
採用

国家公務員採用一般職（大卒程度）試験の実施に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 任用
一般職（高卒程度）
採用

国家公務員採用一般職（高卒程度）試験の実施に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 任用
一般職（高卒程度）
採用

国家公務員採用一般職（高卒程度）試験の実施に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 任用
一般職（大卒程度）
採用

国家公務員採用一般職試験（大卒程度）に準ずる試験（畜産学）の試験問題に関する
文書

５年 ― 廃棄

備考五 任用 高齢対策 再任用に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 任用 任用監査 人事記録の監査及び任用状況調査に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 任用 人事関係報告 人事関係報告（決裁を委任されたものを除く。）に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 任用
幹部候補育成課
程

幹部候補育成課程に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 給与 給与一般 給与に係る通知、照会、回答、調査、報告等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 給与 級別定数 給与法第８条の規定による級別定数の設定又は改定に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 給与 俸給等協議
人事院規則９－８第１条の規定による職員の職務の級及び俸給月額の決定に関しての
協議及び承認に関する文書

１０年 ― 廃棄

備考五 給与 俸給等協議
指定職俸給表の適用を受ける職員及び国家公務員法第２条第３項第８号に掲げる秘書官の俸
給月額の決定等に関する文書

１０年 ― 廃棄
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

備考五 給与 俸給等協議 派遣法第５条に基づく給与の支給割合に係る協議及び承認に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 給与 俸給等協議
人事院規則９－８第４４条の規定による復職時等における俸給月額等の調整の承認に
関する文書

３年 ― 廃棄

備考五 給与 俸給等協議
人事院規則９－８第４５条の規定による俸給の訂正の協議及び任命権等の委任に関する訓令
の改正に伴う事務処理について（４６秘第１３５号事務次官通達）に該当する俸給是正の承認
に関する文書

３０年 ― 廃棄

備考五 給与 俸給等協議
人事院規則９－148第１条の規定による職員の職務の級及び俸給月額の決定に関して
の協議及び承認に関する文書

１０年 ― 廃棄

備考五 給与 昇給 給与法第８条の規定に基づく昇給の協議及び承認に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 給与 給与簿監査 国家公務員法第６９条の規定による給与簿の監査に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 給与 苦情処理 給与に関する要望及び苦情に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 給与 人事院勧告 国家公務員法第２８条及び給与法第２条による人事院勧告に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 給与 給与等実態調査 国家公務員給与等実態調査に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 給与 職務調査 職務調査に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 給与 研究員格付選考
「研究員の格付選考について」（昭和４４年１１月１５日省議決定）に基づく選考結果等に
関する文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当 諸手当 諸手当の支給等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 諸手当 諸手当 諸手当の支給等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 諸手当 俸給の調整額
一般職の職員の給与に関する法律第１０条の規定による俸給の調整額の申請に関す
る文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当
俸給の特別調整
額

一般職の職員の給与に関する法律第１０条の２の規定による俸給の特別調整額の申
請に関する文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当
俸給の特別調整
額

俸給の特別調整額の支給等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（重要な
もの）

１０年 ― 廃棄

備考五 諸手当
俸給の特別調整
額

俸給の特別調整額の支給等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書（軽微な
もの）

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当 地域手当
一般職の職員の給与に関する法律第１１条の３、第１１条の５、第１１条の６及び第１１条の７の
規定による地域手当支給官署の指定の申請に関する文書

５年 ― 廃棄

備考五 諸手当 単身赴任手当
一般職の職員の給与に関する法律第１２条の２及び人事院規則９-８９第５条の規定による単
身赴任手当の認定の協議に関する文書

６年 ― 廃棄

備考五 諸手当 特殊勤務手当
一般職の職員の給与に関する法律第１３条の規定による特殊勤務手当の申請に関す
る文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当 特地勤務手当
一般職の職員の給与に関する法律第１３条の２の規定による特地勤務手当等支給官署の指
定の申請等に関する文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当
期末手当、勤勉
手当、期末特別
手当

一般職の職員の給与に関する法律第１９条の４、第１９条の７、第１９条の８及び人事院規則９-
４０並びに給実甲第２２０号の在職期間に関する文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当
期末手当、勤勉
手当、期末特別
手当

一般職の職員の給与に関する法律第１９条の６、第１９条の７、第１９条の８及び人事院規則９-
４０第６条の２の規定による期末手当及び勤勉手当の一時差止処分に関する文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当
期末手当、勤勉
手当、期末特別
手当

一般職の職員の給与に関する法律第１９条の７及び人事院規則９-４０第１３条の規定
による勤勉手当の成績率の決定に関する文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当 非常勤職員手当
一般職の職員の給与に関する法律第２２条の規定による非常勤職員手当の手当の決定に関
する文書

３年 ― 廃棄

備考五 諸手当 寒冷地手当
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第１条の規定による寒冷地手当支給官署の指定の申
請に関する文書

３年 ― 廃棄

備考五
分限・懲戒・
保障

分限 職員の分限（休職及び復職を除く。）に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五
分限・懲戒・
保障

懲戒 職員の懲戒及び矯正措置に関する文書 ３０年 ― 廃棄
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

備考五
分限・懲戒・
保障

公平審理 不利益処分に係る公平審理その他保障に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 服務 職員の海外渡航 職員の海外渡航の承認等に関する文書 １０年 ― 廃棄

備考五 服務 綱紀粛正等 綱紀粛正等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 服務
政治的行為の制
限

政治的行為の制限に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 服務 懲戒 懲戒に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 服務
勤務時間・休暇
等

勤務時間・休暇等に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 服務 苦情・相談 苦情・相談に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 服務 服務 服務に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 服務 倫理 国家公務員倫理法に基づく調査、端緒の報告、懲戒に関する文書（重要なもの） ３０年 ― 廃棄

備考五 服務 倫理 国家公務員倫理法に基づく調査、端緒の報告、懲戒に関する文書（軽微なもの） ３年 ― 廃棄

備考五 服務 倫理 贈与等報告書、株取引等報告書、所得等報告書に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 服務 倫理 倫理に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 人事管理 人事管理一般
人事管理一般に関する通知、照会、回答及び調査等に関する文書（人事管理運営方針に関す
る文書、人事行政に関する関心事項を除く。）（重要なもの）

５年 ― 廃棄

備考五 人事管理 人事管理一般
人事管理一般に関する通知、照会、回答及び調査等に関する文書（人事管理運営方針に関す
る文書、人事行政に関する関心事項を除く。）（軽微なもの）

３年 ― 廃棄

備考五 人事管理 人事管理一般 人事管理運営方針に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 人事管理 人事管理一般 人事行政に関する関心事項 ５年 ― 廃棄

備考五 職員団体 労務管理 労務管理に関する文書（重要なもの） １０年 ― 廃棄

備考五 職員団体 労務管理 労務管理に関する文書（軽微なもの） ５年 ― 廃棄

備考五 職員団体 労務管理 庁舎の使用許可申請に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 職員団体 労務管理 労務管理に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 職員団体 管理職員等 管理職員等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 職員団体 専従許可 専従許可に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 職員団体 交渉 交渉に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 職員団体 職員団体 職員団体に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 職員団体
労使間意見交換
会

労使間意見交換会に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 恩給 恩給 恩給法、恩給給与規則及び恩給給与細則の規定による恩給請求に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 人事記録 人事記録 人事記録 常用 ― 廃棄

備考五 人事記録 人事記録 人事記録の移管及び原本証明に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 人事記録 人事記録 人事記録に係る通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄
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R８．４．１～

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

標準文書保存期間基準（保存期間表）

【大臣官房秘書課】

別表第１の事
項欄の番号

文書分類

保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事項・
業務の区分

保存期間満了時の
移管・廃棄の別

備考五 人事記録 異動通知書 人事異動通知書用紙（決裁委任根拠にかかるもの）の交付に関する文書 １年 ― 廃棄

備考五 人事記録 履歴証明 履歴証明及び確認書に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 人事記録 履歴証明 前歴報告書の送付に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 人事記録 人事記録補正 人事記録の補正に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五
人事統計報
告

欠員報告等 欠員報告に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五
人事統計報
告

欠員報告等 人事統計報告に係る通知、照会、回答等に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五
人事統計報
告

常勤職員在職統
計報告

常勤職員在職状況統計報告に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五
人事統計報
告

休職状況統計報
告

休職状況統計報告に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五
人事統計報
告

常勤労務者等在
職状況報告

常勤労務者等在職状況統計報告に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五
人事統計報
告

非常勤職員在職
状況等統計報告

非常勤職員在職状況統計報告に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五
人事統計報
告

給与支払状況統
計報告

人事統計報告に関する総理府令の規定による給与支払状況統計報告に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 人事評価
人事評価の通知
等

人事評価に係る通知、照会、回答等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 人事評価 人事評価 人事評価記録書 ５年 ― 廃棄

備考五 健康安全 健康安全 保健及び安全保持等に係る人事院規則及び運用通知に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 健康安全 健康安全 健康管理の記録 常用 ― 廃棄

備考五 健康安全 健康安全 健康管理の記録（令和○年度退職者分） 退職から５年 ― 廃棄

備考五 健康安全 健康安全 被ばく放射線量測定等の記録 常用 ― 廃棄

備考五 健康安全 健康安全 被ばく放射線量測定等の記録（令和○年度退職者分） 退職から５年 ― 廃棄

備考五 災害補償 災害補償 災害補償及び福祉事業の実施に関する通知、照会、回答及び調査等に関する文書 ３年 ― 廃棄

備考五 災害補償 災害補償 災害補償の認定及び福祉事業の実施の決定に関する文書 ３０年 ― 廃棄

備考五 災害補償 災害補償 治癒の認定及び障害等級の決定に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五 災害補償 災害補償 災害補償及び福祉事業の支給決定、年金改定に関する文書 ５年 ― 廃棄

備考五
新型コロナウ
イルス感染
症

新型コロナウイル
ス感染症

新型コロナウイルス感染症に関する文書 ５年 2（2）① 移管
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